
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 電話・インターネット・メール・ＳＮＳなどのツールが詐欺事件に使われています 

 「お金の話が出れば詐欺を疑う」 ・・・・・・返事をする前に警察などに「相談・自分で判断しない」 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

□自転車の基本的な交通ルールに変更ありません。 

□これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の
 一部が、「青切符」で検挙されることとなります。 

※その場で反則金の納付書が交付されます。 

道路交通法一部改正 

 

安心 

安全 

◎交通事故 ４０件 （事故減りません） 

○自転車盗  １件  

○万引き    ２件 

○器物損壊  ２件 など 

 

 

事故 

多 発

注意 

  令和７年１２月１０日から令和８年１月９日の（概数） 

POINT！ 

     「交通安全４つの確認」 

１ 止まる・・・道路を渡る前に止まりましょう 

２ 見る・・・・左右の安全を確認しましょう 

３ 待つ・・・・信号が青になるまで待ちましょう 

４ 確かめる・・渡る前にもう一度確かめましょう 

◎ 反射材も有効です ◎速度は控える 

  2026年4月1日から 
  自転車の交通違反に 
交通反則通告制度（青切符）が導入 

 

 

 本数値は交番での取扱い件数であり、 

刑法犯認知件数とは異なります。 

 


